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北九州市告示第４０７号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１

項、第４６条第１項及び第５３条第１項の規定により、居宅サービス事業者、

居宅介護支援事業者及び介護予防サービス事業者を指定したので、法第７８条

第１号、第８５条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとお

り告示する。 

  令和２年１１月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治 

1 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

４０５６

３６ 

訪問介護 ひな

たの家 

北九州市小倉北

区東篠崎一丁目

１１番１１号 

株式会社ひな

た 

令和２年１

１月１日 

２ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

７０７８

１７ 

福祉用具ムラみ

らい 

北九州市八幡西

区高江二丁目３

番５号 

株式会社リー

ベ介護サービ

ス 

令和２年１

１月１日 

３ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

７０７８

２５ 

福祉用具ムラみ

らい 

北九州市八幡西

区高江二丁目３

番５号 

株式会社リー

ベ介護サービ

ス 

令和２年１

１月１日 

４ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

１０３０

０９ 

ケアプラン オ

リジン 

北九州市門司区

原町別院４番１

５号アスティー

別院３０３ 

合同会社Ｋ・

ボンズ 

令和２年１

１月１日 

４０７０

５０５７

５７ 

居宅介護支援事

業所 アリエル 

北九州市小倉南

区田原新町一丁

目５番１１号 

合同会社パル

デス 

令和２年１

１月１日 

４０７０

５０５７

６５ 

ケアプラン 結 北九州市小倉南

区徳力新町一丁

目１７番２５号 

合同会社ｇｏ

ｏｄ ｌｕｃ

ｋ 

令和２年１

１月１日 
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北九州市告示第４０８号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７５条第２

項、第８２条第２項及び第１１５条の５第２項の規定に基づき、指定居宅サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者から廃

止の届出があったので、法第７８条第２号、第８５条第２号及び第１１５条の

１０第２号の規定により、次のとおり告示する。 

  令和２年１1 月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

７０１５

４７ 

くろがねヘルパ

ーステイション 

北九州市八幡西

区鷹の巣一丁目

９番１９号 

くろがねタク

シー株式会社

令和２年１ 

０月３１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０６６

６９０３

０８ 

訪問看護ステー

ション木屋瀬の

杜 

北九州市八幡西

区木屋瀬東四丁

目５番１号 

株式会社西和

商事 

令和２年１ 

０月３１日 

３ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

１０１０

７８ 

ニチイケアセン

ター早鞆 

北九州市門司区

清見四丁目１３

番６号 

株式会社ニチ

イ学館 

令和２年１ 

０月３１日 

４０７０

１０２７

２０ 

ニチイケアセン

ター大里 

北九州市門司区

社ノ木一丁目１

７番１０号 

株式会社ニチ

イ学館 

令和２年１ 

０月３１日 

４０７０

４０２１

５３ 

ニチイケアセン

ター足立 

北九州市小倉北

区足原一丁目５

番９号 

株式会社ニチ

イ学館 

令和２年１ 

０月３１日 

４０７０

４０５２

０６ 

福慈会ケアプラ

ンセンター 

北九州市小倉北

区片野三丁目１

１番１号 

株式会社フロ

ンティア 

令和２年１ 

０月３１日 

４０７０

５０３９

３５ 

ケアプランセン

ターわかば 

北九州市小倉南

区田原二丁目１

７番１０号 

合同会社こも

れび 

令和２年１ 

０月３１日 

４０７０

５０４０

１６ 

ニチイケアセン

ター広徳 

北九州市小倉南

区南方二丁目５

番２３号 

株式会社ニチ

イ学館 

令和２年１ 

０月３１日 
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４０７０

６００８

２２ 

ニチイケアセン

ター八幡 

北九州市八幡東

区西本町三丁目

４番２５号 

株式会社ニチ

イ学館 

令和２年１ 

０月３１日 
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北九州市公告第７６８号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和２年１１月１８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 ＲＰＡシナリオ作成等委託業務 

 （２） 業務の内容等 入札仕様書で定めるとおり

 （３） 履行期間 令和２年１２月９日から令和３年３月３１日まで

 （４） 履行場所 北九州市が指定する場所及び受注者の作業場所

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

  された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

  当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

  とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

  税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

  額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市総務局行政経営部行政経営課 

  イ 日時 この公告の日から令和２年１２月３日まで（日曜日、土曜日及 

   び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休 

   日を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後 

   ５時まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 この公告の日から電子メールにより無償 
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  で交付する。交付を希望する場合は、前号イの日時に北九州市総務局行政 

  経営部行政経営課に連絡すること。 

 （３） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第６入札室 

  イ 日時 令和２年１２月４日午後２時 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 入札の中止 特別の事情がある場合は、入札を中止し、又は延期す

  ることがある。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が

  損失を受けても、市は補償の責めを負わない。

 （５） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

  た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者 

  とする。 

 （６） 契約書作成の要否 要 

 （７） 契約に係る費用は、全て落札者の負担とする。 

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市総務局行政経営部行政経営課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２１６０ 
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北九州市交通局公告第３７号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

程（平成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州

市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則

第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する北九州市契約規則（

昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項

の規定により次のとおり公告する。 

  令和２年１１月１８日 

                             北九州市交通局長 池 上 修  

１ 調達内容 

  （１） 購入品目及び数量 

     交通系ＩＣカードシステム 一式 

  （２） 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり 

  （３） 納入期限 令和３年１０月２９日 

  （４） 納入場所 北九州市交通局の指定する場所 

（５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。  

  （２） 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

    この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載
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されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和２年

１２月１日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号 

       北九州市交通局総務経営課  

    イ 日時  この公告の日から令和２年１２月２７日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時

から午後４時３０分まで並びに同月２８日の午前９時から午前１０時ま

で 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交

付する。 

（３） 入札説明会の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

          北九州市交通局４２会議室 

    イ  日時 令和２年１２月４日午後２時   

（４） 競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、令和２年１２月１日までに競争参加の申出書を北九州市交通

局総務経営課に提出しなければならない。 

（５） 郵送による場合の入札書の受領期限  第１号アの場所に書留郵便に

より、令和２年１２月２５日午後５時までに必着のこと。 

（６） 入札及び開札の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

              北九州市交通局４２会議室 

   イ 日時 令和２年１２月２８日午前１０時 

５ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア  言語 日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市交通局

契約規程（昭和３９年北九州市交通局管理規程第５号。以下「契約規程

」という。）において準用する契約規則第５条第７項各号のいずれかに
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該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

    ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

     北九州市交通局総務経営課 

     〒８０８－００１７ 北九州市若松区東小石町３番１号 

      電話 ０９３－７７１－８４０１ 

６ Summary 

（１） Product  

   Prepaid transportation cards system 

（２） Deadline of Tender(by hand) 

   10:00a.m., December 28, 2020 

（３） Deadline of Tender(by mail) 

   5:00p.m., December 25, 2020 

（４） For further information, please contact: 

General Affairs and Management Division, Transportation Bureau, 

City of Kitakyushu  
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